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△ ワープロで作った遺言書

Q:父が自筆の遺言書を残して亡くなった
ので、財産を遺言どおりに分けようとしたと

ころ、この遺言書はワープロで打ってあるた

め無効だと言われました。本当でしょうか。

A ◆
● 自筆証書遺言は全文を手書きで書かな

ければならず、ワープロで作成した遺言は効

力がありません。

【解説】

遺言書を作るには、何種類かの方法があり

ますが、このうち、遺言者自身の手で書かれ

るものを「自筆証書遺言」といいます。

ところで、最近では、手紙や原稿を手書き

で書くのではなく、ワープロやパソコンで文

害を作成する人が増えています。

しかし、民法は自筆証書遺言に関して、遺

言書の全文を、遺言者が自ら手書きで書くこ

とを求めており、ワープロやパソコンで書い

た遺言は、遺言としての効力はありません。

遺言は、書いた人が亡くなった後に効力が

生じるものですから、遺言者が本当に作成し

た遺言書かどうか、争いが生じても遺言者本

人に確認のしようがありません。そこで、遺

言者本人が自分の意思で間違いなく書いたこ

とを明確にするために自書すること、すなわ

ち手書きで書くことを要求しているのです。

たとえ財産の目録部分だけといった一部分だ

けでも、ワープロやパソコンを使うことはで

きません。

ご質問のようなケースのほか、日付や押印

がないなどの形式の不備で無効となることも

多いようですので、注意してください。
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